
～自然公園など自然に親しむ場の環境整備を行います～

新型コロナウィルス感染症の影響を受けた観光需要を回復・拡大させるため、県内自然公園等の

魅力を向上させ、利用者が安全・安心・快適に利用できるように、民間団体の創意工夫を活かした

施設の整備等を緊急対策として県から民間団体への委託により実施します。（ただし、予算額に達

した時点で終了します。） 

応募対象者 

募集要項に定める条件を満たし、事業を提案し受託することができる民間の自然保護ボラ

ンティア団体及び地域団体等 

募集する事業提案 

 自然公園等において、以下の全てを満たす事業内容 

⑴ 自然保護活動や自然観察会、地域の自然環境をテーマとしたふるさと教育などに取り

組む団体が創意工夫を図って実施する簡易な環境整備等 

⑵ 県民参加や交流人口の増加・誘客などの効果が見込まれるもの 

【実施例】 

遊歩道の設置・修繕、支障木の伐採 

解説看板、ベンチ、東屋の設置・修繕 

自然保護活動や外来種駆除 

【実施箇所例】 

国立・国定公園、中国自然歩道 

県立自然公園、島根県自然環境保全地域

みんなで守る郷土の自然選定地域 など

委託対象経費等 

事業実施に要する経費で募集要項に定めるもの 

事業地１件当たり下限額10万円、上限額200万円 

事業実施期間 

 事業提案の内容に合わせて、県と団体が協議のうえ決定 

応募方法・応募期間

事業提案書等を、「しまね電子申請サービス」により申請、もしくは 

島根県自然環境課まで郵送または持参により提出してください。 

令和３年３月１日まで応募を受付し、順次採択の可否について審査します。 

応募先及び問い合わせ先 

島根県環境生活部自然環境課（自然保護グループ） 

〒690-8501松江市殿町128（島根県庁東庁舎３階）

電話：0852-22-6516・6377  

電子メール：shizen-miryoku@pref.shimane.lg.jp

検索 自然公園魅力アップ事業

募集要項、事業提案書様式などは、 

下記ホームページに掲載しています。 

（しまね電子申請サービスはHP参照）

https://www.pref.shimane.lg.jp/shizenkankyo/ 
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